
 民 法 

（ 100 点）  
 

第１ 問  

Ａ は 、 工 作機 械 甲 を 所有 し 、 自社 の 工 場 に備 え 付 けて い る 。 Ａは 、保

険 会 社 Ｙ との 間 で 、 甲の 滅 失 の際 に は そ の時 価 相 当額 の 保 険 金が 支 払わ

れ る 旨 の 損害 保 険 契 約を 締 結 して い る 。  

2021 年 ７月 １ 日 、 Ａは 、 貸 金業 者 Ｘ か ら返 済 期 限を ２ 年 後 とし て 300

万 円 の 貸 付を 受 け る とと も に 、そ の 担 保 とし て 甲 をＸ に 譲 渡 し、 占 有改

定 に よ る 引渡 し を し た 。さ ら に 、同年 11 月 １日 、Ａ は 、別 の貸 金 業 者Ｂ

か ら 返 済 期限 を １ 年 後と し て 500 万 円 の 貸付 を 受 ける と と も に、 そ の担

保 と し て 甲を Ｂ に 譲 渡し 、占 有 改定 に よ る引 渡 し をし た 。併 せて 、Ａ は、

Ｙ に 対 す る保 険 金 請 求権 に つ いて Ｂ の た めに 質 権 を設 定 し 、 その 旨 をＹ

に 対 し て 内容 証 明 郵 便に よ っ て通 知 し た 。な お 、 Ｂは 、 Ａ か ら甲 の 譲渡

を 受 け た 際に 、 Ａ が Ｘに 対 し て甲 を 既 に 譲渡 し て いた こ と を 知ら な かっ

た 。 こ の 間、 甲 の 時 価は 500 万円 で 一 定 して い た 。  

以 上 の 事 実 を 前 提 に 、 次 の 各 問 に 答 え な さ い 。 な お 、 問 １ と 問 ２ は 、

そ れ ぞ れ 独立 の 問 題 であ る 。  

 

問１  2022 年 11 月 ２日 、 Ａ がＢ に 対 し て 500 万 円を 返 済 で きな かっ

た た め 、 Ｂは 、 譲 渡 担保 権 の 実行 に よ り 甲の 所 有 権を 確 定 的 に自 己 に帰

属 さ せ る 旨、 お よ び 清算 金 は 存在 し な い 旨を Ａ に 対し て 通 知 した 。 これ

を 受 け 、 Ａは Ｂ に 対 して 甲 を 引き 渡 し た 。な お 、 この 引 渡 し の時 点 にお

い て 、 Ｂ は、 Ａ が Ｘ に対 し て 甲を 既 に 譲 渡し て い たこ と を 知 るに 至 って

いた 。2023 年 ４月 ３ 日、Ｘ がＢ に 対 して 、甲 を Ａの 工 場 に戻 すよ う 請 求

し た と き 、こ の 請 求 は認 め ら れる か 。  

問２  2023 年 11 月 10 日 、甲 が 滅 失 し 、Ａが Ｙ に 対す る 保 険 金請 求権

を 取 得 し た 。 ま た 、 Ｂは 、 い まだ Ａ に 対 す る 貸 金 債権 の 弁 済 を受 け てい

な い 。 こ の場 合 に お いて 、 Ｘ は、 Ａ に 対 する 貸 金 債権 に つ い て、 Ａ のＹ

に 対 す る 保険 金 請 求 権か ら 優 先弁 済 を 受 ける こ と がで き る か 。 な お 、保

険 法 に 関 わる 法 律 問 題は 一 切 生じ て い な いも の と する 。   



 

 

 

第２ 問  

 2022 年 12 月 10 日、 Ａ は 、Ｂ に 対 し 、自 己 が 所有 す る 甲 土地 を 代金

2000 万 円で 売 り （ 以下 「 契 約 ① 」 と い う）、 1500 万 円の 支 払を 受 け るの

と 引 き 換 えに 、 甲 土 地を Ｂ に 引き 渡 し 、 登記 名 義 もＢ に 移 転 した 。 残代

金 500 万 円 は、 2023 年 ３ 月 10 日に 支 払う も の とさ れ た が 、同 日 の 経過

後 も 支 払 われ て い な い。  

 2023 年 ３月 20 日 、Ｂ は 、 Ｃに 対 し 、 甲土 地 を 、建 物 所 有 目的 、 賃貸

期間 30 年 、 賃 料１ か月 20 万 円 ・ 前月 末日 払 の 約定 で 賃 貸 し（ 以 下 「契

約② 」と い う）、同 年４ 月 １ 日に 甲 土 地 をＣ に 引 き渡 し た 。その 後 、同年

７ 月 末 ま でに 、 Ｃ は 、甲 土 地 上に 乙 建 物 を築 造 し 、乙 建 物 の 建物 表 示登

記 を 備 え た。  

 同 年 ８ 月に 入 っ て もＢ か ら 残代 金 の 支 払が な い ため 、Ａは 、催告 の 上、

同月 31 日 に 、 Ｂに 対し 、 契 約 ① を 解 除 する 旨 の 意思 表 示 を した 。  

 現 在 時 点（ 2023 年 10 月 15 日 ）ま で に 、Ｂは 、契 約 ② に 基づ き 、Ｃ か

ら 、同 年 ４ 月 分か ら 10 月 分 まで 合 計 140 万 円の 賃 料を 受 領 して い る 。ま

た 、同 年１ 月 か ら３ 月に か け て、Ａ は、 2022 年 12 月 10 日 にＢ か ら 受領

し た 代 金 1500 万円 を、 競 馬 に注 ぎ 込 ん で全 額 費 消し て し ま った 。  

 以 上 の 事実 を 前 提 に、 次 の 各問 に 答 え なさ い 。  

 

問１  Ａ は 、Ｃ に 対 して 、甲 土 地の 明 渡 しを 請 求 する こ と が でき る か。

ま た 、 明 渡請 求 が 認 めら れ な いと し た 場 合、 2023 年 10 月 以 降の 各 月末

に 、Ａ は 、Ｃに 対 し て 、翌 月 分 の賃 料 の 支払 を 請 求す る こ と がで き る か。  

問２  Ａ はＢ に 対 し て、 ま た 、Ｂ は Ａ に 対し て 、 それ ぞ れ ど のよ うな

請 求 （ 損 害賠 償 を 除 く） を す るこ と が で きる か 。 前問 で 甲 土 地の 明 渡請

求 が 認 め られ ず 、 そ のこ と に よる 甲 土 地 の減 価 分が 700 万 円 であ る もの

と し て 検 討し な さ い 。  


